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令和３年度 社会福祉法人 上越市社会福祉協議会 介護員養成研修事業 

介護職員初任者研修課程 募集要項 

 

１．研修事業の名称 

   上越市社会福祉協議会 介護職員初任者研修課程（通学形式） 

 

２．研修事業の目的 

   急速に進行する高齢社会を迎え、上越圏域においても介護分野の人材確保は重要な課題と

なっている。また、介護のニーズは益々多様化し、サービスの質の向上が求められている。

基本理念「共に生き共につくる福祉社会を目指して」にもとづき、地域福祉の推進を図るた

め、介護を行う上で必要な知識・技術を習得し、介護の業務にやりがいを感じて実践できる

介護職員を養成し、介護分野の人材確保に資することを目的とする。 

 

３．研修事業実施事業所 

   社会福祉法人 上越市社会福祉協議会 介護サービス課 

    所在地：新潟県上越市木田新田一丁目１番３号  

電 話：０２５－５２６－１５１５  

 

４．研修期間 

   令和３年４月１４日(水)～令和３年７月３０日(金)  

 

５．研修会場 

   上越総合福祉センター２０１・２０２・２０３研修室 

   デイサービスセンター謙信高志の里 浴室、特殊浴室、脱衣室 

ショートステイ謙信高志の里 浴室、脱衣室 

   住所：上越市木田新田一丁目１番３号 

 

６．受講対象者 

社会福祉法人上越市社会福祉協議会の以下に該当する職員で、研修を必要とする者 

受講区分１ 令和３年度 新規採用職員 

受講区分２ 当法人に勤務する職員 

   ※全日程の出席が必要となります。 

 

７．受講定員   8 名 

 

８．研修カリキュラム 

   上越市社会福祉協議会ホームページ 

    「事業の紹介」⇒「介護職員初任者研修」のページに掲載されている「学則」をご覧くだ

さい。（掲載ページアドレス：http://www.jouetushisyakyo.jp/kensyu/ ） 

 

 

 

http://www.jouetushisyakyo.jp/kensyu/
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９．研修日程 

 上越市社会福祉協議会ホームページ 

    「事業の紹介」⇒「介護職員初任者研修」のページに掲載されている「研修日程、時間

数」をご覧ください。（掲載ページアドレス：http://www.jouetushisyakyo.jp/kensyu/ ） 

 

１０．使用教材 

   介護職員初任者研修テキスト 中央法規出版株式会社 発行 

 

１１．研修参加費用 

・受講料：無料 

・テキスト代：５，５００円（税込） 

支払方法：現金一括支払い  

納付期限：令和３年４月１４日（水）～令和３年４月３０日（金） 

※一度納付された研修参加費用は、理由の如何に関わらず返金いたしません。 

※このほか、演習時に使用する衣服類等については、受講者各自で持参していただきます。 

 

１２．受講申し込み 

（１） 申 込 期 間  令和３年３月１２日（金）～令和３年４月５日（月）※期日厳守 

（２） 申 込 方 法  所定の「受講申込書」に必要事項を記載の上、研修伺いにより、 

所属長の決裁を受けてから申し込みを行ってください。 

決裁を受けた研修伺いと受講区分に応じた必要書類を添付し、 

期日までに直接お届けいただくか、申込先メールアドレスに、 

必要書類を添付し送付してください。 

（電話、ＦＡＸは受け付けません。） 

（３） 申 込 先  社会福祉法人 上越市社会福祉協議会 介護サービス課 

                住所：上越市木田新田一丁目１番３号 

                  上越総合福祉センター３階 

               メール：介護サービス課長 jsk-yokonok@jouetushisyakyo.jp 

（４） 受 講 決 定  本部会議で検討の上、受講者を決定し、所属長を通して受講申 

込者に通知します。 

（５） 問合わせ先  介護サービス課：０２５－５２６－１５１５ 

 

１３．受講時の本人確認 

   新潟県介護員養成研修事業実施要綱１６の規定により、公的証明書による受講者の本人確

認を行います。受講初日に本人確認を行いますので、運転免許証の原本を提示していただき

ます。 

   運転免許証を所持していない受講者については、以下のいずれかの公的証明書の原本を 

提示していただきます。 

（１） 健康保険証 

（２） 住民票 

（３） 戸籍の全部事項証明書（謄本）、戸籍の個人事項証明書（抄本） 

（４） パスポート 

http://www.jouetushisyakyo.jp/kensyu/
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（５） 住民基本台帳カード 

（６） 年金手帳 

（７） 国家資格の免許証又は登録証 

（８） 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

 

１４．科目の免除 

下記の対象研修を修了した方が受講する場合、一部の科目を免除することができます。 

対象研修 免除科目 免除時間 
免除時間

合計 

生活援助従事者研修 

５、介護におけるコミュニケーション技術 6 時間 

15 時間 ６、老化の理解 6 時間 

８、障害の理解 3 時間 

入門的研修 

３、介護の基本 6 時間 

21 時間 
６、老化の理解 6 時間 

７、認知症の理解 6 時間 

８、障害の理解 3 時間 

認知症介護基礎研修 ７、認知症の理解 6 時間 6 時間 

※訪問介護員養成研修３級課程の修了者については、科目の免除は行いません。 

※各市町村が介護予防・日常生活支援総合事業の担い手に対する研修として実施する研修につい 

ては、科目の免除は行いません。 

 

１５．研修修了の認定方法 

（１）修了の認定は、研修カリキュラムを全て履修し、「９こころとからだのしくみと生活支援技

術」科目における生活支援技術の習得状況の確認において介護技術の習得が講師によって

評価され、かつ、修了評価の結果が事業者の定める水準を超えるものであることが確認さ

れた方に対し行います。 

（２）修了評価は、研修カリキュラムを全て履修後、筆記試験により行います。 

なお、当該筆記試験については、１００点を満点評価とし、理解度の高い順に A・B・C・

D の区分で評価し、C 以上で修了時に到達すべき水準に達したもの(合格)と認定します。 

  A：９０点以上 B：８０～８９点 C：７０～７９点 D：６９点以下 

（３）合格に達しなかった受講者については、再試験の受験前に、必要に応じて不合格者補習を 

行い、再試験を行います。 

 

１６．研修欠席者の扱い 

（１）やむを得ない理由で欠席する場合や遅刻・早退する場合は、事前に連絡の上、速やかに「欠

席届」「遅刻早退届」を提出していただきます。 

（２）研修の一部を欠席した者でやむを得ない事情があると認められる者については、13 時間を

上限として補講を行うことにより当該科目を修了したものとみなします。 

 

１７．補講の取扱い 

１５．（３）、１６．（２）にもとづき必要な補講を行います。 
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   また、こころとからだのしくみと生活支援技術「基本知識の学習」の最後の 1 時間に行う

小テストについて、２０点を満点評価とし、１３点以下の受講者に対して補講を行います。 

   補講は原則として当会で行い、その補講にかかる受講料は無料とします。やむを得ない場

合、他の事業者において実施することがあります。その場合の補講にかかる受講料は、補講

を行う事業者が定める金額に従い、受講者が負担することとします。 

１８．受講の取消し 

次に該当する受講者は、受講を取り消す場合があります。  

  （１）学習意欲が著しく欠け、修了の見込みが無いと認められる方 

  （２）研修の秩序を乱し、その他受講者としての本分に反した方 

  

１９．修了証明書の交付 

研修修了を認定された方に対しては、新潟県介護員養成研修事業実施要綱１１に規定す

る修了証明書を交付します。 

 

２０．研修情報開示先 

上越市社会福祉協議会 介護職員初任者研修課程（通学形式）に関する、情報は上越市社

会福祉協議会ホームページ（トップ）⇒「事業の紹介」⇒「介護職員初任者研修」のページ 

  に掲載しています。 

   研修カリキュラムや研修日程、評価方法等研修の概要をご確認ください。 

   掲載ページアドレス：http://www.jouetushisyakyo.jp/kensyu/ 

 

 

【問い合わせ先】 

 社会福祉法人 上越市社会福祉協議会 介護サービス課 

  〒９４３－０８０６ 上越市木田新田一丁目１番３号  

TEL：０２５－５２６－１５１５ 

FAX：０２５－５２６－１２３０ 

http://www.jouetushisyakyo.jp/kensyu/

